
Inform
ation

暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

　
「
市
長
へ
の
手
紙
」
は
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
市
政
に
対
す
る
提
言
・
要
望
・

意
見
な
ど
を
幅
広
く
聴
い
て
、
今
後
の

市
政
に
反
映
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

　
寄
せ
ら
れ
た
意
見
は
、
市
長
が
直
接

目
を
通
し
、
回
答
を
希
望
す
る
人
に
は
、

書
面
ま
た
は
E
メ
ー
ル
で
回
答
し
ま
す
。

回
答
に
は
、
1
カ
月
程
度
の
期
間
が
か

か
り
ま
す
。

　
寄
せ
ら
れ
た
意
見
の
内
容
に
よ
っ
て

は
、
市
の
回
答
と
併
せ
て
、
広
報
な
り

た
な
ど
に
無
記
名
で
掲
載
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
市
政
と
関
係
の
な
い
内
容
や

個
人
・
団
体
を
誹ひ

謗ぼ
う

中
傷
す
る
内
容
、

政
治
・
営
業
・
宗
教
活
動
、
選
挙
運
動

に
関
す
る
内
容
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

ま
た
「
市
長
へ
の
手
紙
」
と
し
て
取
り

扱
う
こ
と
が
適
切
で
な
い
と
認
め
ら
れ

る
も
の
や
、
趣
旨
が
不
明
確
な
も
の
は

回
答
で
き
ま
せ
ん
。
回
答
を
希
望
す
る

場
合
は
、
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を

忘
れ
ず
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。

市
長
へ
の
手
紙

　
市
役
所
や
下
総
・
大
栄
支
所
、
公
民

館
な
ど
の
市
の
施
設
に
専
用
の
用
紙（
受

取
人
払
い
）が
置
い
て
あ
り
ま
す
。

　
専
用
の
用
紙
以
外
を
利
用
す
る
場
合

は
「
市
長
へ
の
手
紙
」
と
書
い
て
、
切

手
を
貼
っ
て
送
っ
て
く
だ
さ
い
。

市
長
へ
の
F
A
X

　
市
内
か
ら
は
次
の
番
号
に
送
信
し
て

く
だ
さ
い
。
送
信
料
は
か
か
り
ま
せ
ん

（
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
か
ら
は
有

料
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

1
0
1
2
0
‐
8ハ
ロ

ー
6
0
‐で

2つ
な

ぐ
7
9

　
市
外
か
ら
は
次
の
番
号
に
送
信
し
て

く
だ
さ
い
。
送
信
料
が
か
か
り
ま
す
。

F
A
X
0
4
7
6
‐
24
‐
1
0
8
6

市
長
へ
の
電
子
メ
ー
ル

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
「
市
長
へ
の

電
子
メ
ー
ル
」（https://w

w
w
.city.

narita.chiba.jp/shisei/page302 
100.htm

l

）か
ら
送
信
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
E
メ
ー
ル（nrtsodan@

cit 

y.narita.chiba.jp

）も
利
用
で
き
ま

す
。
あ
ら
か
じ
め
、
こ
の
ア
ド
レ
ス
か

ら
の
E
メ
ー
ル
を
受
信
で
き
る
よ
う
に

設
定
し
て
く
だ
さ
い
。

道
路
・
公
園
の
損
傷
な
ど
に
つ
い
て
は

連
絡
フ
ォ
ー
ム
か
ら

　
市
が
管
理
す
る
道
路
や
公
園
の
損
傷

な
ど
に
つ
い
て
は
、
連
絡
フ
ォ
ー
ム
か

ら
通
報
で
き
ま
す
。

道
路
損
傷
等
連
絡
フ
ォ
ー

ム
＝https://logofo 

rm
.jp/f/PhvIh

公
園
損
傷
等
連
絡
フ
ォ
ー

ム
＝https://logofo 

rm
.jp/f/ZCD

Ku

　
早
急
な
対
応
が
必
要
な
場
合
は
、
道

路
に
つ
い
て
は
道
路
管
理
課（
市
役
所

5
階 

☎
20
‐
1
5
5
1
）、
公
園
に
つ

い
て
は
公
園
緑
地
課（
市
役
所
5
階 

☎

20
‐
1
5
6
2
）に
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
協
働
課
市
民
相
談

室（
☎
20
‐
1
5
0
7
）へ
。

成
田
都
市
計
画
案
の
縦
覧

意
見
の
提
出
が
で
き
ま
す

縦
覧
期
間
＝
5
月
21
日
㈫
〜
6
月
4
日

㈫

意
見
書
の
提
出
方
法
＝
縦
覧
期
間
内

（
当
日
消
印
有
効
）に
縦
覧
場
所
に
あ

る
意
見
書
を
直
接
ま
た
は
郵
送
で
都

市
計
画
課（
市
役
所
5
階 

〒
2
8
6
‐

8
5
8
5 

花
崎
町
7
6
0
）へ

下
福
田
地
区
地
区
計
画

縦
覧
場
所
＝
都
市
計
画
課

内
容
＝
地
区
計
画
の
決
定（
市
決
定
）

問
い
合
わ
せ
先
＝
同
課（
☎
20
‐
1
5
6 

0
）

北
千
葉
道
路

縦
覧
場
所
＝
都
市
計
画
課
、
県
都
市
計

画
課（
県
庁
中
庁
舎
7
階
）

内
容
＝
押
畑
か
ら
大
山
ま
で
の
北
千
葉

道
路
Ⅱ
期
区
間
に
関
す
る
都
市
計
画

道
路
の
変
更（
県
決
定
）

問
い
合
わ
せ
先
＝
県
都
市
計
画
課（
☎

0
4
3
‐
2
2
3
‐
3
3
7
6
）

※
く
わ
し
く
は
各
問
い
合
わ
せ
先
へ
。

水
道
メ
ー
タ
ー

委
託
業
者
が
無
料
で
交
換

　
水
道
メ
ー
タ
ー
の
有
効
期
間
は
、
計

量
法
で
8
年
以
内
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
市
で
は
、
有
効
期
間
が
満
了
を
迎

え
る
家
庭
や
事
業
所
な
ど
の
水
道
メ
ー

タ
ー
を
順
次
交
換
し
て
い
ま
す
。

　
対
象
者
に
は
事
前
に
連
絡
し
、
交
換

作
業
は
市
が
委
託
し
た
事
業
者
が
無
料

で
行
い
ま
す
。
作
業
員
は
市
発
行
の
身

分
証
明
書
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
水
道
部
工
務
課（
☎
22
‐ 

0
2
6
9
）へ
。

イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲

安
全
に
努
め
て
実
施
し
ま
す

　
県
で
は
、
農
作
物
に
被
害
を
及
ぼ
す

イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲
を
6
〜
11
月
に
実
施

し
ま
す
。
捕
獲
に
は
、
わ
な
を
使
用
し

ま
す
。
わ
な
の
周
辺
に
は
注
意
看
板
を

設
置
し
ま
す
の
で
、
近
づ
か
な
い
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
県
自
然
保
護
課（
☎
0 

4 

3
‐
2
2
3
‐
2
9
3
6
）へ
。

市
長
へ
の
手
紙

あ
な
た
の
声
を
聴
か
せ
て
く
だ
さ
い
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○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

と
相
談
室
」（
9
ペ
ー
ジ
）で
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。
各
委
員
は
次
の
通
り
で
す

（
50
音
順
・
敬
称
略
）。

人
権
擁
護
委
員

石い
し

井い

富ふ

美み

江え

、
岩い

わ

澤さ
わ

美み

由ゆ

紀き

、
江え

波ば

戸と

秀ひ
で

記き

、
北き

た

﨑ざ
き

和か
ず

惠え

、
齊さ

い

藤と
う

利と
し

明あ
き

、
佐さ

久く

間ま

美み

奈な

子こ

、
佐さ

さ々

木き

英ひ
で

夫お

、
根ね

本も
と

欣き
ん

治じ

、

野の

村む
ら

豊ゆ
た
か

、
藤ふ

じ

井い

大だ
い

介す
け

、
宮み

や

田た

幸さ
ち

世よ

、
村む

ら

嶋し
ま

隆た
か

美み

、
諸も

ろ

岡お
か

由ゆ

吏り

子こ

行
政
相
談
委
員

大お
お

木き

孝た
か

男お

、
加か

瀬せ

京き
ょ
う

子こ

、
深み

山や
ま

芳よ
し

文ふ
み

※
く
わ
し
く
は
市
民
協
働
課（
☎
20
‐
1 

5
0
7
）へ
。

道
路
側
溝
の
清
掃

梅
雨
に
備
え
た
準
備
を

　
落
ち
葉
な
ど
が
道
路
側
溝
に
堆
積
し

集
水
桝ま
す

が
詰
ま
る
と
、
雨
水
な
ど
が
道

路
上
に
あ
ふ
れ
、
思
わ
ぬ
事
故
を
引
き

起
こ
す
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
梅
雨
に
備
え
、
自
宅
周
辺
の
道
路
側

溝
の
清
掃
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
道
路
管
理
課（
☎
20
‐

1
5
5
1
）へ
。

創
業
支
援
補
助
金

事
前
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い

　
市
で
は
、
創
業
に
必
要
な
経
費
の
一

部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

　
交
付
決
定
さ
れ
る
前
の
費
用
は
対
象

外
で
す
。

対
象
者
＝
創
業
前
ま
た
は
創
業
か
ら
6

カ
月
以
内
の
個
人
・
法
人（
成
田
商

工
会
議
所
・
成
田
市
東
商
工
会
か
ら

の
推
薦
が
必
要
）

対
象
と
な
る
費
用
＝
創
業
に
必
要
な
官

公
庁
へ
の
申
請
書
類
作
成
に
関
す
る

経
費
、
店
舗
等
借
入
費
、
設
備
費
、

工
事
費
、
広
告
費

対
象
期
間
＝
補
助
金
の
交
付
申
請
年
度

内
で
、
創
業
の
日
か
ら
6
カ
月
以
内

補
助
額
＝
対
象
と
な
る
費
用
の
2
分
の

1（
上
限
50
万
円
）

創
業
に
関
す
る
相
談
は

　
事
業
計
画
作
成
・
販
路
開
拓
・
資
金

調
達
な
ど
の
創
業
全
般
に
関
す
る
相
談

は
成
田
商
工
会
議
所
・
成
田
市
東
商
工

会
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
商
工
振
興
企
業
立
地
課

（
☎
20
‐
1
6
2
2
）へ
。

自
動
車
税

期
限
ま
で
に
支
払
い
を

　
自
動
車
税（
種
別
割
）の
納
期
限
は
5

月
31
日
㈮
で
す
。

　
地
方
税
お
支
払
サ

イ
ト（htpps://w

w

 

w
.paym

ent.elta 

x.lta.go.jp

）か
ら
の

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
・
口
座
振
替

な
ど
の
ほ
か
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済

ア
プ
リ
も
利
用
で
き
ま
す
。

　
詳
細
は
納
税
通
知
書
に
同
封
の
し
お

り
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
佐
倉
県
税
事
務
所（
☎

0
4
3
‐
4
8
3
‐
1
1
5
0
）へ
。

県
民
の
日

市
内
の
施
設
が
無
料
に

対
象
施
設
と
問
い
合
わ
せ
先

①
重
兵
衛
ス
ポ
ー
ツ
フ
ィ
ー
ル
ド
中
台

体
育
館（
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
・
卓
球

室
・
剣
道
場
・
柔
道
場
・
弓
道
場
）

…
☎
26
‐
7
2
5
1（
第
1
月
曜
日

は
休
館
）

②
大
栄
B
＆
G
海
洋
セ
ン
タ
ー（
プ
ー

ル
）…
☎
73
‐
5
1
1
0（
月
曜
日
は

休
館
）

③
坂
田
ケ
池
総
合
公
園（
キ
ャ
ン
プ
場
）

…
☎
29
‐
1
1
6
1

日
時
＝
6
月
15
日
㈯ 

午
前
9
時
〜
午

後
9
時（
②
は
午
後
5
時
ま
で
、
③
は

14
日
㈮
午
後
4
時
〜
16
日
㈰
午
前
9

時
）

利
用
方
法
＝
①
②
は
当
日
直
接
施
設
へ

（
個
人
利
用
の
み
）、
③
は
事
前
に
予

約
※
く
わ
し
く
は
各
問
い
合
わ
せ
先
へ
。

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス

休
止
し
ま
す

　
機
器
点
検
の
た
め
、
6
月
2
日
㈰
午

後
11
時
〜
4
日
㈫
午
前
6
時
30
分
は
、

住
民
票
や
戸
籍
謄（
抄
）本
、
税
務
証
明

書
な
ど
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を

休
止
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
、
税
務
証
明
書
に
つ
い

て
は
市
民
税
課（
☎
20
‐
1
5
1
3
）、

そ
の
ほ
か
に
つ
い
て
は
市
民
課（
☎

20
‐
1
5
2
5
）へ
。

人
権
擁
護
委
員

行
政
相
談
委
員

気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い

　
毎
年
6
月
1
日
は
、
人
権
擁
護
委
員

の
日
で
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
女
性
・
子
ど

も
・
高
齢
者
・
障
が
い
者
・
性
的
少
数

者
な
ど
を
巡
る
人
権
問
題
な
ど
の
相
談

に
応
じ
ま
す
。

　
行
政
相
談
委
員
は
、
行
政
に
対
す
る

意
見
や
要
望
を
聞
き
、
そ
れ
に
つ
い
て

の
助
言
や
関
係
機
関
へ
の
通
知
な
ど
の

活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
法
務
大
臣
・
総
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
た
人
権
擁
護
委
員
・
行
政

相
談
委
員
に
よ
る
「
も
め
ご
と
・
な
や

み
ご
と
・
苦
情
相
談（
人
権
・
行
政
相

談
）」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
秘
密
は
厳
守
さ
れ
る
の
で
、
気
軽
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
日
程
な
ど
は
「
困
り
ご
と
・
悩
み
ご

成田山車まつり開会式で（28日）

4月16日㈫〜30日㈫

市長日誌
市長日誌は市ホームページでも公開しています

16日 平和啓発推進協議会総会
17日 優良建設工事表彰式
19日 佐倉人権擁護委員協議会第二部会総会

20日 成田太鼓祭開幕式
沖縄国際映画祭（～21日）

23日 第82期名人戦第2局立ち会い
24日 千葉県市長会定例会
26日 千葉県長沼水害予防組合組合会
27日 NARITAスポーツツーリズムフェス 

28日 北総地区少年野球大会
成田山車まつり開会式

30日 印旛地区水防管理団体連合会総会

5月31日㈮

※ くわしくは納税課（☎20-15 
19）へ。

軽自動車税

今 月 の 納 期 限
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暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

が
暴
力
団
員
で
は
な
い

一
般
市
営
住
宅

◦
所
定
の
方
法
で
算
出
し
た
世
帯
の
所

得
月
額
が
15
万
8
、
0
0
0
円
以
下

（
高
齢
者
・
障
が
い
者
・
小
学
校
就

学
前
の
子
が
い
る
世
帯
な
ど
は
21
万

4
、
0
0
0
円
以
下
）

地
域
優
良
賃
貸
住
宅

◦
高
齢
者
・
障
が
い
者
等
世
帯
、
18
歳

未
満
の
子
が
い
る
世
帯
の
い
ず
れ
か

で
あ
る

◦
所
定
の
方
法
で
算
出
し
た
世
帯
の
所

得
月
額
が
21
万
4
、
0
0
0
円
以
下

入
居
期
間
＝
地
域
優
良
賃
貸
住
宅
の
み

3
年
間（
期
間
満
了
時
に
申
し
込
み

資
格
に
該
当
す
る
場
合
は
再
契
約

可
）

家
賃
＝
希
望
す
る
住
宅
や
世
帯
の
所
得

市
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

6
月
3
日
か
ら
受
け
付
け

　
市
で
は
、
市
営
住
宅
の
入
居
者
を
次

の
通
り
募
集
し
ま
す
。

申
し
込
み
資
格
＝
次
の
要
件
を
全
て
満

た
す
人

◦
住
宅
に
困
っ
て
い
る

◦
6
カ
月
以
上
続
け
て
、
市
内
に
居
住

し
て
い
る
か
勤
務
先
が
あ
る

◦
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
い
る

（
高
齢
者
な
ど
は
単
身
で
入
居
で
き

る
場
合
あ
り
）

◦
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

◦
緊
急
連
絡
先
が
あ
る（
連
帯
保
証
人

は
不
要
）

◦
申
込
者
・
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族

額
に
よ
っ
て
異
な
る

申
込
書
配
布
場
所
＝
建
築
住
宅
課（
市

役
所
5
階
）、
下
総
・
大
栄
支
所

申
し
込
み
方
法
＝
事
前
に
直
接
ま
た
は

電
話
で
同
課（
☎
20
‐
1
5
6
4
）に

予
約
し
て
か
ら
、
6
月
3
日
㈪
〜
17

日
㈪
に
申
込
書
を
同
課
へ

※
く
わ
し
く
は
同
課
へ
。

成
田
都
市
計
画
下
水
道
計
画

変
更
認
可
に
伴
う
縦
覧

　
都
市
計
画
事
業
の
変
更
図
書
の
送
付

を
受
け
た
の
で
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

場
所
＝
下
水
道
課（
市
役
所
5
階
）

内
容
＝
下
水
道
事
業
成
田
市
第
1
号
公

共
下
水
道

※
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1
5
5 

3
）へ
。

樹
木
の
剪
定

伸
び
過
ぎ
た
枝
は
危
険
で
す

　
樹
木
の
枝
が
敷
地
か
ら
道
路
上
へ
張

り
出
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
車
道
や
歩
道
へ
伸
び
た
枝
は
道
幅
を

狭
く
す
る
な
ど
、
車
や
自
転
車
、
歩
行

者
の
通
行
の
妨
げ
と
な
り
、
思
わ
ぬ
事

故
を
引
き
起
こ
す
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
地
域
の
安
全
の
た
め
に
も
、
所
有
者

は
枝
の
剪せ
ん

定て
い

や
垣
根
の
刈
り
込
み
を
す

る
な
ど
、
適
切
に
管
理
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
道
路
管
理
課（
☎
20
‐

1
5
5
1
）へ
。

不
法
投
棄
防
止

土
地
の
適
正
管
理
が
大
切
で
す

　
不
法
投
棄
は
管
理
の
行
き
届
い
て
い

な
い
土
地
や
人
目
に
付
き
に
く
い
土
地

で
発
生
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

　
不
法
投
棄
さ
れ
た
場
合
は
、
土
地
の

所
有
者
や
管
理
者
が
対
応
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、
不
法
投
棄
さ
れ
な
い

よ
う
防
止
柵
の
設
置
や
定
期
的
な
見
回

り
、
草
刈
り
な
ど
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
市
で
は
廃
棄
物
不
法
投
棄
監

視
員
や
環
境
保
全
指
導
員
な
ど
に
よ
る

巡
回
、
夜
間
パ
ト
ロ
ー
ル
、
監
視
カ
メ

ラ
の
設
置
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
道
路
脇
な
ど
に
不
法
投
棄
物
を
発
見

し
た
時
は
、
速
や
か
に
環
境
対
策
課

（
☎
20
‐
1
5
3
2
）へ
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。
投
棄
物
を
確
認
・
調
査
し
て
対

応
し
ま
す
。

　
な
お
、
区
長
や
廃
棄
物
不
法
投
棄
監

視
員
か
ら
の
申
し
出
が
あ
れ
ば
、
不
法

投
棄
禁
止
看
板
を
無
料
で
配
布
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
同
課
へ
。

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

災害・各種情報を提供する「なりたメール配信サービス」「なりたメール配信サービス」へ登録を
　屋外の防災行政無線の放送が聞き取りにくい場合や、外
出している場合などでもメールで情報を受け取ることがで
きます。登録は無料です。
配信内容＝防災行政無線で放送する防災・消防・防犯情報

など
対応言語＝日本語、英語、韓国語、中国語（簡体字・繁体字）、

ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、タイ語

登録方法＝右下のQRコードを読み取るか、登録用アドレス
（t-narita@sg-p.jp）に空メールを送信して
登録する

※防災行政無線の放送内容は防災行政無線
テレホンサービス（10120-38-3898）でも
確認できます。くわしくは危機管理課（☎
20-1523）へ。

なりたメール
配信サービス

団地名
（住所）

募集戸数
（階数） 間取り 入居人数

一般市営住宅

北囲護台団地
（囲護台1385-1）

1戸
（4階）

3DK
（7.5、6、6畳） 2人以上

2戸
（4、5階）

3DK
（6.5、6、4.5畳） 2人以上

南囲護台団地
（囲護台1254-2）

2戸
（2、3階）

1DK
（6畳） 単身可

1戸
（3階）

2DK
（6、6畳） 2人以上

中囲護台団地
（囲護台2-3-1）

1戸
（3階）

3DK
（6、6、6畳） 2人以上

吾妻南団地
（吾妻2-1-1）

1戸
（3階）

1K
（6畳） 単身可

橋賀台団地
（橋賀台3-1）

1戸
（3階）

3DK
（6、6、3畳） 2人以上

地域優良賃貸住宅
加良部住宅

（加良部3-17-1）
1戸

（2階）
2LDK

（6、4.5畳） 2人以上
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